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はじめに

行政手続のオンライン化やＡＩ技術の導入など、市民の皆様の

様々なニーズに即した変革が急速に求められる中、国においては、

令和２年１２月に「デジタル社会の実現に向けた改革の基本方針」

を閣議決定し、目指すべきデジタル社会のビジョンとして「デジ

タルの活用により、一人ひとりのニーズに合ったサービスを選ぶ

ことができ、多様な幸せが実現できる社会～誰一人取り残さない、

人に優しいデジタル化～」を示しました。

本市では、時代の潮流を見定めた上で、新型コロナウイルス感染症の収束後の社会の

在り方も見据えた未来志向のまちづくりを進めるため、新たなまちづくりの指針となる

「第９次土浦市総合計画」を令和４年３月に策定したところです。

「第９次土浦市総合計画」では、誰もが個性と多様性を互いに尊重し、それぞれの夢

や希望がかない、生きがいを感じ、その人らしく暮らせるあたたかさあふれるまち、そ

して、長きにわたる歴史と伝統の中で培われてきた「地域の宝」で本市ならではの魅力

を創り出し、人を呼び込み、活気あふれるまちを創りたいという思いを込めて、将来像

を「夢のある、元気のある土浦」としました。

また、同計画では、将来像の実現に向けて、基本目標の１つに「効率的な行財政運営

による持続可能なまちづくり」を掲げ、本市の事務処理へのデジタル技術の導入促進を

図り、市民、行政双方の立場からデジタル・トランスフォーメーション（ＤＸ）を推進

していくことを目指しています。

今後、本市の特性を踏まえた土浦らしいＤＸ社会を実現するためには、常に変化し続

ける社会情勢に合わせて、実効性のある、より具体的な取り組みを着実に進めていく必

要があります。また、ＤＸの推進にあたっては、「誰一人取り残さない」という観点か

ら、すべての市民の皆様がデジタル化の恩恵を享受できるような各種支援やサポートも

重要になってきます。

このようなことから、本計画は、市民の皆様の利便性向上や行政事務の効率化を進め、

持続可能なまちづくりを推進し、「夢のある、元気のある土浦」を実現すべく、本市の

ＤＸ推進の指針として策定するものです。

令和５年３月

土浦市長 安藤 真理子
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第１章 計画策定の趣旨
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１．計画策定の背景と目的
近年のデジタル技術の目覚ましい発展は、私たちの社会

生活に大きな変化をもたらしました。特にスマートフォン

の普及や通信環境の高速化は、多様かつ大量の情報を簡易

に発信、取得することを可能とし、さらには、単なるコミ

ュニケーションツールとしての役割だけにとどまらず、買

物、学習、娯楽等のあらゆるシーンにおいて利活用がなさ

れるなど、私たちの日常生活に欠かせない社会インフラと

なっています。

学校教育においても、児童・生徒１人に１台ずつ端末を

配備するとともに、高速大容量の通信ネットワークを一体的に整備することで、多様な

子どもたちを誰一人取り残すことなく、創造性を育む教育を実現させる「ＧＩＧＡスク

ール構想」が推進されるなど、急速なデジタル化が進展しています。

一方で、少子高齢化や人口減少社会の影響により、労働生産力の減少、経済規模の縮

小、社会保障費の増大等といった社会的課題が顕著となってきていることに加え、今後、

この流れがますます加速化、深刻化していくことが懸念されています。

地方自治体においては、このような社会情勢を踏まえ、的確かつ効率的な行財政改革

により、社会環境の変化に伴う市民からの様々なニーズに対応しつつ、持続可能な行政

サービスを提供していくことが必要とされています。

また、今後、自動運転やドローンによる配送など、デ

ジタル技術による暮らしの変化が、さらに進展するこ

とが想定されることもあり、行政においても、従来と同

じ仕組みでのサービス提供ではなく、新たな時代に即

した良質な行政サービスを提供できる体制を構築して

いくことが求められています。

さらには、新型コロナウイルス感染症拡大の影響に

より、生活の中で密を避けることや、人との接触の機会を回避するための行動など、働

き方等の変容が急務となり、テレワークやオンライン会議、キャッシュレス決済など、

あらゆる場面でデジタル技術の活用が必要不可欠なものへと変わりつつあります。

こうした背景を踏まえ、本市では、より質の高い行政サービスの提供と、デジタル化

による市民の利便性向上、行政の各種業務改善へ向け、ＤＸ（デジタルトランスフォー

メーション）を推進するため、基本方針と具体的な戦略を示す「土浦市デジタル・トラ

ンスフォーメーション（ＤＸ）推進計画」を策定します。
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図表 １ デジタル・トランスフォーメンション（ＤＸ）

出所：総務省「情報通信白書」

「つながる」ことで、

部分最適から全体最適へ
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２．計画の位置づけ
本市では、令和４年３月に策定した「第９次土浦市総合計画」において、「夢のある、

元気のある土浦」を目指すべき将来像として市政運営を進めており、本計画は、本市が

目指すこの将来像の実現をＤＸの観点から推進するものとして位置づけます。

また、国が策定した「自治体デジタル・トランスフォーメーション（ＤＸ）推進計画」

をもとに、本市の特性や実情を踏まえて策定した計画でもあり、「自治体デジタル・ト

ランスフォーメーション（ＤＸ）推進計画」の重点取組事項である行政手続のオンライ

ン化などの行政サービスの向上や市政運営の効率化・高度化を図る「行政のデジタル化」

だけでなく、「地域社会のデジタル化」「デジタルデバイド対策」についても、この計画

に基づき推進することで、行政におけるＤＸ推進の使命である「誰一人取り残さない」

デジタル化の実現を目指すものです。

なお、本計画は、「官民データ活用推進基本法（平成２８年法律第１０３号）」第９条

第３項に規定する「官民データ活用推進計画」も兼ねるものとします。

土浦市デジタル・トランスフォーメーション（ＤＸ）推進計画

官民データ活用推進計画

第9次土浦市総合計画

夢のある、元気のある土浦

総務省
自治体デジタル・トランスフォー

メーション（ＤＸ）
推進計画

整
合

反
映
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３．計画の期間
本計画の期間は、「第９次土浦市総合計画」及び「自治体デジタル・トランスフォー

メーション（ＤＸ）推進計画」の計画期間との整合を図り、令和５年度から令和８年度

までの４年間とします。

なお、計画の期間及び内容については、国や県の動向を反映させるよう、適宜見直し

を行います。

※「３ヵ年実施計画」・・・第９次土浦市総合計画の基本構想に掲げた政策方針を具現

化するための事業計画。計画期間は３年間で、毎年度、ローリング方式により見直しを

行います。

令和4
(2022)

令和5
(2023)

令和6
(2024)

令和7
(2025)

令和8
(2026)

令和9
(2027)

令和10
(2028)

令和11
(2029)

令和12
(2030)

令和13
(2031)

第9次土浦市総合計画

総務省
自治体デジタル・トランスフォー
メーション（ＤＸ）推進計画

土浦市デジタル・トランスフォー
メーション（ＤＸ）推進計画

基本構想（構想期間10年間）

3か年実施計画

3か年実施計画

3か年実施計画

（令和3年1月～）5年間

4年間

３ヵ年実施計画

３ヵ年実施計画

３ヵ年実施計画

約５年間
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第２章 土浦市を取り巻く現状と課題
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１．国の動向

（１）Society5.0 の提唱

国は、第５期科学技術基本計画において、狩猟社会（Society1.0）、農耕社会

（Society2.0）、工業社会（Society3.0）、情報社会（Society4.0）に続く、新たな社会

として「Society5.0」を提唱しました。

これまでの情報社会（Society4.0）では、知識や情報が共有されず、分野横断的な連

携が不十分であるという問題がありました。人が行う能力に限界があるため、あふれる

情報から必要なものを探し出し、分析するといった作業負担、年齢や障害などによる労

働や行動範囲の制約、さらには少子高齢化や地方の過疎化などの課題に対して十分に対

応することが困難であるなど、様々な課題、制約が挙げられます。

Society5.0 で実現する社会は、ＩｏＴ（Internet of Things）によりすべての人とモ

ノがつながることで、様々な知識や情報が共有され、今までにない新たな価値を生み出

すことで、これらの課題や困難、制約が克服されます。また、人工知能（ＡＩ）の利活

用により、必要とされる情報が必要な時に提供されるようになり、なおかつ、ロボット

や自動走行車などの技術により、少子高齢化、地方の過疎化、貧富の格差などの課題が

克服されることが示されています。

図表 ２ Society5.0 で実現する社会

出所：内閣府「Society5.0 資料」
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（２）法制度等の整備

平成２８年１２月に「官民データ活用推進基本法」、令和元年１２月には、デジタル

手続法が施行され、行政のデジタル化に関する基本原則等が示されました。

令和２年１２月には、「デジタル社会の実現に向けた改革の基本方針」が閣議決定さ

れ、目指すべき社会のビジョンとして「デジタルの活用により、一人ひとりのニーズに

合ったサービスを選ぶことができ、多様な幸せが実現できる社会～誰一人取り残さない、

人に優しいデジタル化～」が掲げられたほか、デジタル社会形成の基本原則が示され、

ＩＴ基本法の見直しや、デジタル庁の設置についての考え方に関する方針がまとめられ

ました。

令和３年７月には、自治体が「自治体デジタル・トランスフォーメーション（ＤＸ）

推進計画」を踏まえ、足並みを揃えて着実にＤＸに取り組めるよう、「自治体ＤＸ推進

手順書」が作成されました。

令和３年９月に「デジタル社会形成基本法（令和３年法律第３５号）」が施行される

とともに、デジタル庁が設置され、デジタル社会の形成に関し、基本理念及び施策の策

定に係る基本方針、国、地方公共団体及び事業者の責務などが規定されました。

令和３年１２月には、「デジタル社会の実現に向けた重点計画」が閣議決定され、目

指すべきデジタル社会の実現に向けて、政府が迅速かつ重点的に実施すべき施策を明記

し、各府省庁が構造改革や個別の施策に取り組み、それを世界に発信・提言する際の指

針としました。
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図表 ３ 自治体のＤＸ推進に関する法制度等の状況

平成２８年１２月１４日 「官民データ活用推進基本法」施行

Ø 同法に即し、かつ、都道府県の計画を勘案して「市町村官民データ活用推進計画」

の策定に努めることとされる。

令和 元年１２月１６日 「デジタル手続法」施行

Ø 行政のデジタル化に関する基本原則及び行政手続の原則オンライン化のために

必要となる事項が示される。

令和 ２年１２月２５日 「デジタル・ガバメント実行計画」改定

Ø 自治体の情報システムの標準化・共通化の推進や、マイナポータルの活用等によ

る自治体の行政手続のオンライン化などを盛り込み、デジタル・ガバメントの取

組みの加速化が示される。

令和 ２年１２月２５日
「自治体デジタル・トランスフォーメーション（ＤＸ）

推進計画」策定

Ø 各自治体が重点的に取り組むべき事項・内容を具体化し、国による支援策等を取

りまとめた計画が示される。

令和 ３年 ７月 ７日 「自治体ＤＸ推進手順書」公表

Ø 自治体が「自治体デジタル・トランスフォーメーション（ＤＸ）推進計画」を踏

まえ、足並みを揃えて着実にＤＸに取り組めるよう作成される。

令和 ３年 ９月 １日 「デジタル社会形成基本法」施行、デジタル庁設置

Ø デジタル社会の形成に関し、基本理念及び施策の策定に係る基本方針、国、地方

公共団体及び事業者の責務などが規定される。

令和 ３年１２月２４日 「デジタル社会の実現に向けた重点計画」策定

Ø 目指すべきデジタル社会の実現に向けて、政府が迅速かつ重点的に実施すべき施

策を明記し、各府省庁が構造改革や個別の施策に取り組み、それを世界に発信・

提言する際の指針が示される。
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２．本市の現状と課題

（１）人口動向

本市の人口は、国勢調査では、平成１２年（２０００年）をピークに緩やかに減少傾

向にありましたが、令和２年（２０２０年）には増加に転じており、現在１４万人程度

で推移しています。

年齢３階級別人口では、年少人口は減少傾向にあり、平成２年（１９９０年）から３

０年間で、人口数では約４０％、人口割合では約８％減少しています。また、生産年齢

人口は、平成７年（１９９５年）までは増加傾向にあったものの、平成１２年（２００

０年）以降は減少に転じました。人口割合においても、平成７年（１９９５年）の７０．

９％から減少に転じ、令和２年（２０２０年）には５９．８％と約１０％減少していま

す。

一方、老年人口は増加傾向にあり、平成１２年（２０００年）

には年少人口を上回り、平成２年（１９９０年）から３０年間で

約３倍となっています。人口割合では、平成２２年（２０１０年）

には２２．４％と、本市は超高齢社会に突入しました。この傾向

は続き、令和２年（２０２０年）には２９．２％となり、平成２年

（１９９０年）から３０年間で約２０％も増加し、現在は市民の

約３割が高齢者となっています。

本市独自の推計によれば、本市の人口は、令和２年（２０２０年）以降減少を続け、

令和２２年（２０４０年）には約１２万人と現在の約８５％、令和４２年（２０６０年）

には約１０．６万人と現在の約７５％となる見込みです。

また、老年人口の割合も更に高まり、令和２年（２０２０年）の２９．２％から、令

和２２年（２０４０年）には３４．８％にも達することが見込まれています。

さらには、生産年齢人口の割合は、令和２年（２０２０年）の５９．８％から、令和

２２年（２０４０年）には５２．５％に減少すると推計されています。

これらのことから、医療・福祉サービス等の需要が増加するとともに、それらを支

える人材の確保も必要となるため、労働力の減少による限られた人的資源を効果的・

効率的に活用し、いかに市民サービスの質を維持していくかが大きな課題となること

が見込まれます。
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図表 ４ 人口の推移

出所：総務省「国勢調査」

図表 ５ 年齢３階級別人口割合の推移

出所：総務省「国勢調査」

137,053 141,862 144,106 144,060 143,839 140,804 142,074

25,413 22,758

21,076 20,223 18,989 17,312 15,525

96,558 100,533 100,533 97,194 91,826 85,252 85,023

14,785 18,507

22,467 26,630 31,968 37,562 41,526

0

30,000

60,000

90,000

120,000

150,000

1990年 1995年 2000年 2005年 2010年 2015年 2020年

総人口 年少人口 生産年齢人口 老年人口

18.6% 16.0% 14.6% 14.0% 13.3% 12.4% 10.9%

70.6% 70.9% 69.8% 67.5% 64.3% 60.8% 59.8%

10.8% 13.1% 15.6% 18.5% 22.4% 26.8% 29.2%

0.0%

20.0%

40.0%

60.0%

80.0%

100.0%

1990年 1995年 2000年 2005年 2010年 2015年 2020年

年少人口 生産年齢人口 老年人口



12

図表 ６ 将来人口推計

出所：「第２期土浦市まち・ひと・しごと創生人口ビジョン」

※ ２０２０年の人口は、国勢調査による２０１５年人口を基に推計したものであるこ

とから、図表４の２０２０年人口（国勢調査）と異なります。

図表 ７ 年齢３階級別人口割合の将来推計

出所：「第２期土浦市まち・ひと・しごと創生人口ビジョン」
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（２）財政収支の見通し

歳入は、市税の増加により、令和４年度（２０２２年度）以降は５１０億円から５２

０億円程度で推移する見込みです。一方、歳出は、大規模事業の完了により令和３年度

（２０２１年度）当初予算で５００億円を下回りましたが、扶助費の増加や老朽化した

公共施設等の改修・更新などにより、令和４年度（２０２２年度）以降は５２０億円か

ら５４０億円程度で推移する見込みです。一般財源基金の繰入れを除いた財政収支につ

いては、収支不足が拡大していく見込みとなっており、令和４年度（２０２２年度）か

ら令和１３年度（２０３１年度）までの累積収支不足額は、１１６億円程度となる見込

みです。

図表 ８ 財政収支の見通し

出所：「令和３年度長期財政見通しと財政運営の基本的な考え方」
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（３）職員数の推移

平成１７年（２００５年）に１,１８６人だった常勤職員数（再任

用職員を含みます。）は、 令和４年（２０２２年）４月１日現在で

は９９９人となっており、短時間再任用職員１８人を加えた総職員

数は、１，０１７人と１４．２％減少しています。

また、人口１，０００人当たりの職員数は、平成１７年（２００５年）に８．２人で

あったものが、令和４年（２０２２年）４月１日時点で７．２人と１２．２％の減少と

なっています。

一方で、めまぐるしく変化する社会情勢や様々な市民にニーズに対応するため、職員

の担う業務は多様化し、増加傾向にあります。

さらには、働き方改革やワーク・ライフ・バランスの推奨により、限られた職員数で、

これまでと同水準以上の住民サービスを提供し続けるためには、業務手順の見直しやデ

ジタル・トランスフォーメーション（ＤＸ）の推進による、より一層の業務の効率化が

必要です。

図表 ９ 職員数の推移

出所：「定員適正化計画と職員数の推移」（土浦市総務部人事課調べ）
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第３章 DX推進に向けて
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１．目指す姿（ビジョン）
本計画の目指す姿（ビジョン）は、ＤＸによる持続可能な行政運営を実現し、市民も

職員もいきいきと自分らしく、働きがいを持ちながら暮らすことができる「夢のある、

元気のある土浦」です。国が示した目指すべきデジタル社会のビジョン「デジタルの活

用により、一人ひとりのニーズに合ったサービスを選ぶことができ、多様な幸せが実現

できる社会～誰一人取り残さない、人に優しいデジタル化～」を念頭に、行政サービス

についてデジタル技術やデジタルデータを活用して市民の利便性を向上させるととも

に、デジタル技術の活用により業務効率化を図り、人的資源を行政サービスの更なる向

上に繋げ、土浦らしいＤＸ社会の実現を目指します。

２．基本方針
目指す姿（ビジョン）の達成に向けて、次に掲げる基本方針に基づき本市のデジタル・

トランスフォーメーション（ＤＸ）を推進していきます。

市民サービスの向上基本方針１

行政事務の効率化基本方針２

デジタル化のための環境整備基本方針３
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３．計画の体系
基本方針 取組み

１．市民サービスの向上

①行政手続きのオンライン化

②マイナンバーカードの普及促進

③地域社会のデジタル化

④デジタルデバイド※1対策

2．行政事務の効率化

①ＡＩ技術・ＲＰＡ※2の利用推進

②Ｗｅｂ会議、テレワークの推進

③ＢＰＲ※3の取組の徹底

3．デジタル化のための

環境整備

①情報システムの標準化・共通化

②セキュリティ対策の徹底

※1 ＩＴを利用したり使いこなすことができる人と、そうでない人の間に生じる、貧富

や機会、社会的地位などの格差のこと。
※2 パソコンを使った定型業務をソフトウェア型のロボットが代行する技術のこと。
※3 現在の業務内容やフロー、組織の構造などを根本的に見直し、再設計すること。
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４．主要な取組

基本方針１－①行政手続きのオンライン化

【概要】

市民の利便性向上及び職員の事務処理の効率化双方の観点から、市民が申請・届出・

予約などをオンラインで実施でき、職員が簡易に集計・管理が可能となる、各種行政手

続きのオンライン化を推進するものです。

【国が示す方針】

国では、令和４年度（２０２２年度）末を目指して、市民がマイナンバーを用いて

申請を行うことが想定される３１手続き（巻末参照）について、マイナポータルによ

るオンライン手続きを可能にするとしており、さらに、３１の手続以外の行政手続に

ついても、「地方公共団体におけるオンライン利用促進指針」を踏まえ、積極的にオン

ライン化を進めることとしています。

【市の方針】

国が示している、マイナポータルを活用したオンライン申請３１の手続に加え、市

民の利便性向上の観点から、極力多くの申請、届出等の手続をオンライン化、電子申

請化していく方針です。また、申請や届出に限らず、例として、市への連絡や通報、

アンケート等についても、本市が令和４年７月から導入している、地方自治体向け手

続き等デジタル化ツールである「ＬｏＧｏフォーム」等を幅広く活用することによ

り、多岐にわたる電子化を推進します。

【現在の主な取組内容】

既に導入している電子申請ツールである「いばらき電子申請・届出サービス」によ

り、常時約３０の申請、申込み等をオンラインにより受け付けています。また、地方

自治体向け手続き等デジタル化ツール「ＬｏＧｏフォーム」により、適宜各種電子申

請化を進めています。
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【今後の主な取組内容】

市民サービスの向上、市民の利便性向上の観点から、地方自治体向け手続き等デジタ

ル化ツール「ＬｏＧｏフォーム」等により、オンライン手続化、電子申請化を推進しま

す。また、オンライン手続化、電子申請化に資する新たなツールの導入についても、適

宜検討します。

【現状】

（※）オンライン化した手続き数・・・

ＬｏＧｏフォームやいばらき電子申請・届出サービスにより、随時３０件ほどの手

続きをオンライン化しています。

出所：株式会社トラストバンクＨＰ

主管課 手続き担当各課

KPI オンライン化した手続き数

現状値 ３０（※）

目標値 ８０

計画年度 2023年度 2024年度 2025年度 2026年度

取組み

新規オンライン化

手続き数１０

（累計４０）

新規オンライン化

手続き数１０

（累計５０）

新規オンライン化

手続き数１５

（累計６５）

新規オンライン化

手続き数１５

（累計８０）

行政手続き、来庁・相談予約、
住民アンケート、通報システム
など

職員向け手続き、庁内照会回答、
現場報告、大量データ入力集計、
庁内在庫管理など
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基本方針１－②マイナンバーカードの普及促進

【概要】

マイナンバーカードは、本人確認用証明書としての用途以外にも、オンラインにおい

て、カードに格納されている電子証明書により確実に本人確認が可能であり、今後のデ

ジタル社会の基盤となるものであるため、各種施策の推進により、マイナンバーカード

の普及・取得促進を図るものです。

【国が示す方針】

国においては、市町村長による確かな本人確認を経て発行される最高位の公的な本人

確認ツールであるマイナンバーカードの普及拡大が社会全体のデジタル化のカギを握

っていることから、地方公共団体と協力して、マイナンバーカードの普及に全力を挙げ

て取り組むこととしています。

【市の方針】

マイナンバーカードは、本人確認用証明書として日常生活のあらゆるシーンにおいて

活用可能であることに加え、紐づけ作業を経ることで、健康保険証としての利用が可能

となり、さらには、公金受取口座を登録することで、給付金等の速やかな受取りが可能

となるなど、様々な機能を有していることから、今後についても、こうした利便性を有

効に活用できるよう、マイナンバーカードの普及促進に努めます。

【現在の主な取組内容】

定期的に期限を迎えるマイナンバーカードの更新手続き等への対応に加え、マイナ

ンバーカードと健康保険証との紐づけによる健康保険証としての利用促進、さらに

は、迅速な給付金等の受取りに資するマイナンバーカードへの公金受取口座の登録を

推進しています。
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【今後の主な取組内容】

今後も、マイナンバーカードの本人確認用証明書としての利活用に加え、健康保険証

としての利用促進、公金受取口座登録を活用した速やかな各種給付金等の給付を推進し

ます。

計画年度 2023年度 2024年度 2025年度 2026年度

取組み 普及促進に向けた取組み継続
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基本方針１－③地域社会のデジタル化

【概要】

今後、労働力の減少が見込まれる中、市民が安心して暮らし続けることができる地域

社会を実現していくために、デジタル技術を活用することで、地域産業の高度化や新た

な産業の創出を図るものです。

【国が示す方針】

国では、光ファイバーの全国的な展開や５Ｇサービスの開始、ローカル５Ｇの導入等

を始めとする情報通信基盤の整備の進展を踏まえ、今後これらの基盤を有効に活用し、

すべての地域がデジタル化によるメリットを享受できる地域社会のデジタル化を集中

的に推進するとしています。

【市の方針】

地域社会のデジタル化を進めるためには、市が率先してＤＸを推進していくことで、

各地域における電子化のモデルとなる必要があることから、公共施設のＷｉ-Ｆｉ環境

の充実によるネットワーク環境の向上、各種キャッシュレス決済の推進による電子通貨

の利用促進に代表される、地域社会のデジタル化につながる各種事業を実施します。

【現在の主な取組内容】

それぞれの地域におけるネットワーク環境に関して、各地区公民館に代表される、

各公共施設にＷｉ-Ｆｉ環境を整備しています。また、主に地元の商店会等を対象とし

て、二次元コード決済の統一規格であるＪＰＱＲに代表される各種キャッシュレス決

済の導入に係る周知、啓発を推進しています。
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【今後の主な取組内容】

公共施設のＷｉ-Ｆｉ環境の充実については、Ｗｉ-Ｆｉの未導入施設に対しては設置

を促し、既に導入している公共施設に対しては通信可能な範囲を拡大し、施設利用者の

利便性向上につなげるため、アクセスポイント数の増設を促すなど、さらなる拡充を図

ります。また、キャッシュレス決済については、他の地域におけるモデル事例について

調査研究に努め、その事例を参考としながら、さらなる周知啓発を図ることで、地域社

会のデジタル化を推進します。

【現状】

（※）公共施設のＷｉ-Ｆｉアクセスポイント数（１９施設：計２３アクセスポイント）

主管課

u 公共施設のＷｉ-Ｆｉ環境の充実に関すること・・・各公共施設所管課

u キャッシュレス決済の推進に関すること

市の業務・・・市各所管課

市内商店舗等・・・産業経済部商工観光課

KPI
公共施設のＷｉ-Ｆｉアクセス

ポイント数

現状値 ２３（※）

目標値 ３０

計画年度 2023年度 2024年度 2025年度 2026年度

取組み
新規１施設導入

（累計２４）

新規２施設導入

（累計２６）

新規２施設導入

（累計２８）

新規２施設導入

（累計３０）

アクセスポイント
台数 施設名

1

一中地区公民館、二中地区公民館、三中地区公民館、四中地区公

民館、上大津公民館、六中地区公民館、都和公民館、新治地区公

民館、観光協会、りんりんポート土浦、小町の館、上高津貝塚ふ

るさと歴史の広場、老人福祉センター「うらら」、保健センター、

土浦市新治総合福祉センター、神立地区コミュニティセンター

2
土浦市勤労者総合福祉センター「ワークヒル土浦」、

市庁舎（市民ラウンジ１階・２階）

3 図書館
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基本方針１－④デジタルデバイド対策

【概要】

デジタル技術の利活用により、年齢、障害の有無、性別、国籍、経済的な理由等にか

かわらず、誰も取り残さない形で、すべての市民が日々の生活でデジタル化の恩恵を受

けることができるよう、各種支援・サポートを行うものです。

【国が示す方針】

国では、オンラインによる行政手続・サービスの利用方法について、高齢者等が身近

な場所で相談や学習を行えるようにする「デジタル活用支援員（高齢者のデジタルデバ

イド（情報格差）解消を目指し、地域の高齢者のデジタル機器操作をサポートする方。

研修を受講し、認定試験に合格するとデジタル活用支援員として活動することが可能と

なる。）」の周知等の利用の促進を行うとともに、ＮＰＯ等の地域の幅広い関係者と連携

し、デジタル活用支援員の枠組みも活用しつつ、講座の開催やアウトリーチ型の相談対

応など、地域住民に対するきめ細かなデジタル活用支援を実施するとしています。

【市の方針】

国が示す、誰一人取り残さない、人に優しいデジタル化の観点のもと、高齢者や障害

者、子ども、在留外国人等にもデジタルデバイドが派生しないよう、ＤＸを推進するに

当たり、利用者目線による様々な配慮、必要となるケア、サポート等を実施します。

【現在の主な取組内容】

市民がマイナンバーカードの取得後にマイナポイントを申し込むに当たり、スマー

トフォンやパソコンでの申請が困難な方を対象として、市庁舎１階にマイナポイント

申込み支援ブースを設置しており、マイナポイントの申込み支援に加え、マイナンバ

ーに関する各種相談に対応しています。

【今後の主な取組内容】

マイナンバーに係る相談に対応するため、マイナポイント申込み支援ブースを継続し

て設置するとともに、スマートフォン操作方法等に係る講座の開催や、デジタル活用支

援員による技術的指導の導入などにより、様々な観点からデジタルデバイド対策を推進

します。
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主管課

u マイナンバーに係る相談、マイナポイント申込み支援ブースの設置に

関すること・・・市長公室行革デジタル推進課

u スマートフォン操作方法等に係る講座の開催に関すること

・・・講座開設主管課

計画年度 2023年度 2024年度 2025年度 2026年度

取組み

マイナンバー相談、支援ブース継続

講座開催の検討・開催
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基本方針２－①AI技術・RPAの利用推進

【概要】

ＡＩ－ＯＣＲ（紙資料をスキャンし、ＡＩによる判定を経ることで、ほぼ正確に紙資

料のデータ化が可能）などのＡＩ技術やＲＰＡ（ロボットによる事務作業の自動化）を

導入、推進することで、事務処理の正確化、業務効率化を図るものです。

【国が示す方針】

自治体は国の作成するＡＩ・ＲＰＡ導入ガイドブックを参考に、ＡＩやＲＰＡの

導入・活用を進めるものとしています。

【市の方針】

各課における各種業務を再点検することで、業務の省力化が可能なものを洗い出し、

ＡＩ技術やＲＰＡの導入により、業務の効率化を図ります。なお、ＡＩ技術やＲＰＡの

導入に当たっては、費用対効果を検証の上、時間外勤務が多い部署から優先的に導入を

検討します。

【現在の主な取組内容】

総務部納税課のふるさと納税業務やこども未来部保育課の保育業務において、各種

申請書のＡＩ－ＯＣＲを活用した読み込みによるデータ生成や、ＲＰＡによるデータ

の修正作業を実施しており、一定の業務時間数の削減が図られています。

【今後の主な取組内容】

ふるさと納税業務や保育業務など、既存の業務の省力化を継続し、併せて、新たにＡ

Ｉ技術やＲＰＡを導入することで、業務の省力化が可能となる新規対象業務を検討して

いくことにより、さらなる業務の効率化、省力化を推進します。
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【現状】

（※）ＡＩ・ＲＰＡ導入業務数

①ふるさと納税業務（総務部納税課）

②保育所入所申請受付業務（こども未来部保育課）

③子ども・子育て支援給付認定申請受付業務（こども未来部保育課）

主管課
u 市長公室行革デジタル推進課

u その他業務主管課

KPI ＡＩ・ＲＰＡ導入業務数

現状値 ３（※）

目標値 １５

計画年度 2023年度 2024年度 2025年度 2026年度

取組み

新規ＡＩ・ＲＰＡ

導入業務数２

（累計５）

新規ＡＩ・ＲＰＡ

導入業務数３

（累計８）

新規ＡＩ・ＲＰＡ

導入業務数３

（累計１１）

新規ＡＩ・ＲＰＡ

導入業務数４

（累計１５）

職員は政策立案・市民サービス
向上に資する業務に注力

入力作業等単純業務は
ＡＩ・ＲＰＡ等を利用
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基本方針２－②Ｗｅｂ会議、テレワークの推進

【概要】

各種会議等の開催に当たり、接触機会の減少による新型コロナウイルス感染症の感染

リスクの低減化対策として、そして、会議出席者の会場までの移動負担の軽減化を図る

ことを目的として、Ｗｅｂ会議を推進するものです。また、感染症対策のみならず、非

常時における業務継続及びワーク・ライフ・バランス向上の観点からの働き方改革とし

て、より一層のテレワークの推進を図るものです。

【国が示す方針】

国では、テレワーク導入事例や「地方公共団体における情報セキュリティポリシーに

関するガイドライン」、「地方公共団体におけるテレワーク推進のための手引き」等を参

考に、テレワーク導入・活用を推進することとしています。

また、テレワークの実施にあたっては、Ｗｅｂ会議等を活用して、庁内外のコミュニ

ケーションの確保・充実化に配慮する必要があるとしています。

【市の方針】

新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、接触機会の減少による感染リスクの

低減化、また、会議等参加者の会場までの移動負担の軽減化を図るため、Ｗｅｂ会議の

実施を推進します。

また、新型コロナウイルス感染症拡大の防止の観点に加え、職員一人ひとりのライフ

ステージに合った多様な働き方を実現できるよう、働き方改革やワーク・ライフ・バラ

ンス向上の視点から、テレワークの実施を推進します。

【現在の主な取組内容】

Ｗｅｂ会議については、「土浦市Ｗｅｂ会議開催指針」に基づき、主に外部委員が参

画する会議をＷｅｂ会議にて実施しています。また、テレワークについては、必要と

なる機器を導入し、「テレワーク実施要領」に基づき、在宅勤務の推進を図っていま

す。
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【今後の主な取組内容】

Ｗｅｂ会議については、新型コロナウイルス感染症拡大の動向を注視しつつ、Ｗｅｂ

会議システムでの実施を推進します。また、テレワークについては、職員が在宅勤務時

に職場とのスムーズなコミュニケーションをとることが可能な自治体向けビジネスチ

ャット「ＬｏＧｏチャット」等の活用や、在宅勤務を利用しやすい環境の整備を図りな

がら、ワーク・ライフ・バランスに根ざしたテレワークを推奨します。

主管課

u Ｗｅｂ会議の推進に関すること・・・各会議担当課

u テレワークの推進に関すること・・・総務部人事課

（機器の整備については、共に市長公室行革デジタル推進課）

KPI Ｗｅｂ会議開催回数

現状値 １００

目標
極力多くの会議をＷｅｂ

会議へと切り替える。
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基本方針２－③BPRの取組の徹底

【概要】

業務量調査を実施することで、業務フローを見直し、業務を可視化し、デジタル化に

よる業務の効率化を図るとともに、市民の負担軽減、利便性向上の観点から、従来の書

面・対面方式の見直しによる、各種手続きの効率化を推進するものです。

【国が示す方針】

国では、自治体における書面・押印・対面規制の見直しに向け、国の法令等に基づい

て実施する手続について各省庁から発出されるガイドライン等の内容を踏まえ、適切に

対応することとしています。また、自治体が独自に実施する手続についても、内閣府規

制改革推進会議が示した具体的基準等を参考として、国の取組みに準じた対応を実施す

るなど、見直しに積極的に取り組むこととしています。

【市の方針】

各課業務について、適宜業務量調査を実施し、業務フローを見直し、整理することで、

業務の省力化が可能なものを洗い出し、順次ＩＣＴ技術等により効率化を図ることで、

ＢＰＲを推進します。また、導入しているペーパーレス会議システムによる会議の実施

を推進することで、業務省力化を図ります。

【現在の主な取組内容】

業務量調査や各課ヒアリングにより、省力化が可能な業務の洗出し、ＩＣＴ技術等

による業務効率化を推進しています。また、各種内部会議、打合せについて、ペーパ

ーレス会議システムでの実施により、ＢＰＲを推進しています。
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【今後の主な取組内容】

業務量調査、業務フローの作成による各事業の見直し、再構築による業務の省力化を

図り、併せて、部内会議や打合せをペーパーレス会議システムにより実施することで、

業務の効率化及び紙資源の節減を推進します。

【現状】

（※１）効率化した業務数

１．庁議・部長会議

２．一般質問答弁調整（子ども模擬議会含む。）

３．３か年事業実施計画市長・副市長説明

４．議案読み合わせ

５．全員協議会読み合わせ

（※２）ペーパーレス会議による紙削減量

ペーパーレス会議システムデータ容量により換算

主管課

u 業務の省力化、効率化に関すること・・・各業務担当課

u ペーパーレス会議システムの利用促進に関すること

・・・各会議所管課

KPI① 効率化した業務数

現状値 ５（※１）

目標値 ２５

KPI②
ペーパーレス会議による紙削

減量（年間）

現状値
Ａ４サイズ約８４万枚

（※２）

目標値 Ａ４サイズ約１６８万枚

計画年度 2023年度 2024年度 2025年度 2026年度

取組み

ＢＰＲによる

効率化業務数５

（累計１０）

ＢＰＲによる

効率化業務数５

（累計１５）

ＢＰＲによる

効率化業務数５

（累計２０）

ＢＰＲによる

効率化業務数５

（累計２５）
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基本方針３－①情報システムの標準化・共通化

【概要】

自治体が基本的な事務を処理するための各種システムは、各自治体が独自にカスタマ

イズしていることから、「維持管理・制度改正時に個別対応が必要になるため、負担が

大きい」「自治体システムごとの差異が存在するため、共同利用が進まない」というデ

メリットがあるため、地方公共団体の各種システムの標準化・共通化を進めるものです。

【国が示す方針】

国では、目標時期を令和７年度（２０２５年度）とし、国が整備等を進める共通的な

基盤・機能を提供する複数のクラウドサービスの利用環境である「（仮称）ガバメント

クラウド（Gov-Cloud）」の活用に向けた検討を踏まえ、自治体は、基幹系２０業務のシ

ステムについて国の策定する標準仕様に準拠したシステムへ移行することとしていま

す。

図表 １０ 標準化・共通化対象２０業務

【市の方針】

標準化・共通化対象２０業務について、国が策定する標準仕様に準拠したシステムへ

着実に移行できるよう、業務フローの確認、整理など各種準備を進めます。

【現在の主な取組内容】

令和７年度末までに移行が予定されている情報システムの標準化・共通化に向け

て、国が策定する標準仕様について情報収集に努めています。

【今後の主な取組内容】

業務担当各課間との十分な連絡調整を図ることで、国が策定する標準仕様に準拠した

①児童手当、②子ども・子育て支援、③住民基本台帳、④戸籍の附票、⑤印鑑登録、

⑥選挙人名簿管理、⑦固定資産税、⑧個人住民税、⑨法人住民税、⑩軽自動車税、

⑪戸籍、⑫就学、⑬健康管理、⑭児童扶養手当、⑮生活保護、⑯障害者福祉、

⑰介護保険、⑱国民健康保険、⑲後期高齢者医療、⑳国民年金
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システムへの円滑な移行を推進します。

主管課
u 市長公室行革デジタル推進課

u 標準化・共通化対象２０業務担当各課

計画年度 2023年度 2024年度 2025年度 2026年度

取組み

仕様作成・システム開発・標準システムへの移行

新システム稼働
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基本方針３－②セキュリティ対策の徹底

【概要】

現時点でのセキュリティ保持に加え、各種電子化、ＤＸの推進に伴い派生する情報資

産の機密性を確保するための情報セキュリティ対策を徹底するものです。

【国が示す方針】

国では、改定された「地方公共団体における情報セキュリティポリシーに関するガイ

ドライン」を踏まえ、自治体は、適切にセキュリティポリシーの見直しを行い、セキュ

リティ対策を徹底することとしています。また、自治体情報セキュリティクラウドにつ

いて、都道府県主導により、総務省が設定した高いセキュリティレベルを満たす民間の

クラウドサービス利用型への移行を行うこととしています。

【市の方針】

ＤＸ推進に当たっては、セキュリティの確保は必要不可欠なものであるため、物理

的なセキュリティ対策はもとより、各情報を取り扱う職員のセキュリティ意識向上に

向けた各種施策を推進します。

【現在の主な取組内容】

現在策定している「土浦市情報セキュリティポリシー」に基づき、各種セキュリテ

ィ対策を実施しているほか、ＵＳＢフラッシュメモリに代表されるような電磁的記録

媒体への情報記録を原則禁止とし、併せて職員対象のセキュリティに関する研修会を

開催するなど、セキュリティ対策を徹底しています。
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【今後の主な取組内容】

随時セキュリティポリシーの内容の適正化を図り、併せて、情報の取扱いに関する職

員向け研修会の開催により、各職員におけるセキュリティ意識の高揚を図ることで、よ

り徹底された、厳格なセキュリティ体制を構築します。

主管課 u 市長公室行革デジタル推進課

計画年度 2023年度 2024年度 2025年度 2026年度

取組み セキュリティポリシー随時見直し、研修会実施継続
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第４章 計画の推進体制
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１．計画の推進体制

（１）土浦市ＤＸ推進会議

本市のＤＸ施策の推進にかかる意思決定機関として、副市長と部長級職員で構成する

「土浦市ＤＸ推進会議」を設置しています。

（２）土浦市ＤＸ推進会議ワーキングチーム

ＤＸ推進に関する取組事項について、部署の垣根を超え、全庁横断的に協議を行うた

め、各取組事項を所管する部署のポスト係長を構成員とする「ワーキングチーム」を設

置しています。本ワーキングチームは、土浦市ＤＸ推進会議の指示に基づき各取組事項

の協議を行い、その結果を報告するだけでなく、変化のスピードが速いＤＸ施策にかか

る新たな取組の提案を行う機能も有します。

（３）ＤＸ推進委員

従来の電算業務取扱責任者から名称を「ＤＸ推進委員」に改め、原則として各課に１

名ずつ配置しています。ＤＸ推進委員は、それぞれの部署において、ＤＸ推進における

普及、啓発、支援等を行います。

（４）行革デジタル推進課

本市におけるＤＸ推進担当部署として市長公室に行革デジタル推進課を設置してい

ます。当課は、庁内におけるＤＸ推進の旗振り役として、ＤＸ推進会議、ワーキングチ

ーム、ＤＸ推進委員と連携、協力して、土浦らしいＤＸ社会の実現を目指します。
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図表 １１ 土浦市のＤＸ推進体制

土浦市DX推進会議
（意思決定機関）

土浦市DX推進会議ワーキングチーム
（各取組事項協議機関）

各取組事項について
協議を指示

協議結果の報告
新たな取組の提案

※取組事項毎にワーキングチームメンバーを選定
行革デジタル推進課

DX推進委員
（原則各課1名ずつ）

必要に応じ対応を指示※各取組事項の庁内に
おける旗振り役
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参考 用語の説明
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用語 説明

５Ｇ（ファイブジ

ー）

「第５世代移動通信システム」のことで「5th Generation」の略

称。前世代の通信規格である「４Ｇ」の次世代規格として、２０

２０年３月からサービスが開始された。

※ ローカル５Ｇ ＝ 地域、産業のニーズに応じて地域の企業

や自治体等が個別に利用できる５Ｇネットワークのこと。

ＡＩ Artificial Intelligenceの略。「人工知能」人工的に作られた

知能を持つコンピュータシステムやソフトウェアのこと。機械

であるコンピュータ自身が学び、従来人間にしかできなかった

ような高度に知的な作業や判断を行うことができる。

ＡＩ-ＯＣＲ 帳票を読み取りデータ化するＯＣＲに、ＡＩ技術を活用すること

で、高精度に手書き文字などを認識することを可能としたもの。

ＢＰＲ Business Process Re-engineeringの略。企業などで既存の業務

のやり方や手順を抜本的に見直し、業務の流れ（ビジネスプロ

セス）を最適化すること。

ＤＸ（デジタルト

ランスフォーメー

ション）

デジタル技術を浸透させることで、人々の生活をより良いものへ

と変革すること。

ＩＣＴ Information and Communication Technologyの略。情報・通信に

関連する技術一般の総称であり、従来用いられてきた「ＩＴ

（Information Technology）」とほぼ同義。日本では、情報処理

や通信に関する技術を総合的に指す用語としてＩＴが普及した

が、国際的にはＩＣＴが広く使われている。

ＩｏＴ Internet of Thingsの略。パソコンやスマートフォンに限らず、

センサー、家電、車など様々なモノがインターネットで繋がるこ

と。

ＩＴ Information Technologyの略。インターネットなどの通信とコン

ピュータとを駆使する情報技術のこと。

ＫＰＩ Key Performance Indicator の略称で「重要業績評価指標」のこ

と。目標を達成するプロセスでの達成度合いを計測したり監視し

たりするために置く定量的な指標のこと。

ＯＣＲ Optical Character Reader の略。「光学文字認識」活字や手書き

文字を含む画像データ（イメージスキャナーや写真で取り込まれ

た画像など）を取り込むことで、文字認識を行い、文字コードの

列に変換するソフトウェアのこと。また、そのような方式による
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自動文字認識のこと。例えばＡＩ-ＯＣＲは人工知能により画像

データを自動で文字認識する技術である。

ＲＰＡ Robotic Process Automationの略。パソコンを使った定型業務を

ソフトウェア型のロボットが代行する技術を指す。例えば、メー

ルの添付ファイルの内容を分析し、自動的に基幹システムに登録

するなど。業務の効率化を図り、人件費を抑えることも可能にな

る。

ＳＮＳ Social Networking Serviceの略。インターネット上への記事や

写真の投稿を通して個人間の交流を支援するサービスのこと。

Ｗｉ-Ｆｉ 無線通信技術の一つで、多くのデバイスが円滑に接続できるよう

に設けられた統一規格のこと。

オンライン化 パソコンやモバイル機器でインターネットに接続された状態を

指す。

ガバメントクラウ

ド

政府が提供する、共通的な基盤・機能を提供する複数のクラウ

ドサービスの利用環境のこと。

クラウドサービス 手元のコンピュータに導入して利用していたようなソフトウェ

アやデータを、インターネットなどのネットワークを通じて必

要に応じて利用者に提供するサービスのこと。

デジタル・ガバメ

ント

デジタル技術の徹底活用と官民共同を軸として、全体最適を妨げ

る行政機関の縦割りや、国と地方、官と民という枠を超えて行政

サービスを見直すことにより、行政の在り方そのものを変革して

いくこと。

デジタルデバイド コンピュータやインターネットなどの情報技術（ＩＴ）を利用

したり使いこなすことができる人と、そうでない人の間に生じ

る、貧富や機会、社会的地位などの格差のこと。

テレワーク ＩＣＴを活用して場所と時間を有効に活用できる柔軟な働き方

のこと。

マイナポータル 政府が運営するマイナンバーカードを用いたオンラインサービ

スであり、子育てや介護を始めとする、行政手続の検索やオン

ライン申請がワンストップでできたり、行政機関からのお知ら

せを受け取ることが可能な、自分専用のサイトのこと。

ペーパーレス 書類や文書を電子化して、紙を使わずに伝達・保管・管理するこ

と。
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【市民がマイナンバーを用いて申請を行うことが想定される３１手続き】

子育て関係（１５手続）※市区町村対象手続

児童手当等の受給資格及び児童手当の額についての認定請求

児童手当等の額の改定の請求及び届出

氏名変更／住所変更等の届出

受給事由消滅の届出

未支払の児童手当等の請求

児童手当等に係る寄附の申出

児童手当に係る寄附変更等の申出

受給資格者の申出による学校給食費等の徴収等の申出

受給資格者の申出による学校給食費等の徴収等の変更等の申出

児童手当等の現況届

支給認定の申請

保育施設等の利用申込

保育施設等の現況届

児童扶養手当の現況届の事前送信

妊娠の届出

介護関係（１１手続）※市区町村対象手続

要介護・要支援認定の申請

要介護・要支援更新認定の申請

要介護・要支援状態区分変更認定の申請

居住（介護予防）サービス計画作成（変更）依頼の届出

介護保険負担割合証の再交付申請

被保険者証の再交付申請

高額介護（予防）サービス費の支給申請

介護保険負担限度額認定申請

居宅介護（介護予防）福祉用具購入費の支給申請

居宅介護（介護予防）住宅改修費の支給申請

住所移転後の要介護・要支援認定申請
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被災者支援関係（１手続）※市区町村対象手続

罹災証明書の発行申請

自動車保有関係（４手続）※都道府県対象手続

自動車税環境性能割の申告納付

自動車税の賦課徴収に関する事項の申告又は報告

自動車税住所変更届

自動車の保管場所証明の申請
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